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１
　
は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
一
月
五
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
株
券
電
子
化
の
実
施
に
向
け
、
残
す
と
こ
ろ
五
ヶ
月
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
広
報

活
動
の
中
心
は
、
い
わ
ゆ
る
「
タ
ン
ス
株
」
の
預
託
推
進
や
他
人
名
義
の
株
式
の
自
己
名
義
へ
の
名
義
書
換
推
進
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
た
。
現
在
の
最
大
の
問
題
は
、
担
保
株
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

株
式
担
保
融
資
は
、
こ
れ
ま
で
は
銀
行
ま
た
は
日
本
証
券
金
融
、
大
阪
証
券
金
融
と
い
っ
た
証
券
金
融
会
社
を
中
心
に
行
わ
れ
て

き
た
。
こ
れ
が
、
二
〇
〇
六
年
に
オ
リ
ッ
ク
ス
が
オ
ー
ナ
ー
向
け
株
式
担
保
ロ
ー
ン
を
開
始
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
に

富
裕
層
ビ
ジ
ネ
ス
の
一
環
と
し
て
、
拡
大
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

株
式
担
保
、
そ
の
中
で
も
略
式
質
や
略
式
譲
渡
担
保
は
、
設
定
者
（
金
銭
債
権
の
債
務
者
、
株
主
）
が
担
保
権
者
（
金
銭
債
権
の

債
権
者
）
に
証
券
を
交
付
す
る
こ
と
で
設
定
さ
れ
る
た
め
、
手
続
が
簡
便
で
あ
っ
た
。
銀
行
な
ど
の
債
権
者
は
担
保
と
し
て
提
供
さ

れ
た
証
券
の
名
義
を
債
務
者
名
義
か
ら
書
き
換
え
る
こ
と
な
く
、
金
庫
に
保
管
し
管
理
し
て
い
た
。

株
券
電
子
化
は
こ
の
よ
う
に
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
株
券
に
も
及
ぶ
。
実
務
上
は
設
定
者
か
ら
担
保
権
者
へ
の
名
義

書
換
が
な
さ
れ
て
い
な
い
略
式
質
も
し
く
は
略
式
譲
渡
担
保
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
手
続
し
な
い
で
放
置
し
て
お
け
ば
、
設
定

者
名
義
の
特
別
口
座
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
担
保
権
者
は
対
抗
要
件
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
現
在
、
銀
行
等
が
利
用
し
て
い
る
有
価
証
券
差
入
証
で
は
、
株
式
を
「
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ま
す
」
と
い
う
文
言
を
用

株
券
電
子
化
後
の
株
式
担
保

福
本
　
　
葵



い
て
お
り
、
質
権
と
も
譲
渡
担
保
と
も
取
れ
る
曖
昧
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
株
券
電
子
化
後
の
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
担
保
差

し
入
れ
の
段
階
で
、
両
者
の
区
別
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
質
権
と
譲
渡
担
保
と
で
は
、
略
式
か
登
録
か
の
原
則
と

例
外
が
反
対
で
あ
る
た
め
、
手
続
き
の
方
法
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
株
式
担
保
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
現
行
の
保
管
振
替
制
度
に
お
け
る
株
式
担
保
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
現

在
、
担
保
株
券
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
ど
う
か
、
株
券
電
子
化
後
の
制
度
で
あ
る
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り

扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
、
新
制
度
に
移
行
す
る
た
め
に
、
前
も
っ
て
行
っ
て
お
く
こ
と
の
で
き
る
手
続
は
何
か
に
つ
い
て
整

理
す
る
。

２
　
株
式
担
保
と
は
何
か

担
保
と
は
、
一
般
的
に
は
、「
債
務
不
履
行
に
備
え
て
債
権
者
に
提
供
さ
れ
、
債
務
の
弁
済
を
確
保
す
る
手
段
と
な
る
も
の
を
い

う
。
保
証
人
に
よ
る
保
証
等
の
人
的
担
保
と
、
抵
当
権
、
質
権
の
設
定
等
の
物
的
担
保
と
が
あ
る
。」
（
１
）

担
保
の
目
的
物
は
物
に
限
ら
れ

る
た
め
、
担
保
物
権
と
呼
ば
れ
る
。
株
式
を
担
保
の
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
主
に
質
権
、
譲
渡
担
保
が
あ
る
。
質
権
は
約
定
担
保

物
権
の
一
つ
で
あ
り
、
債
権
者
と
財
産
保
有
者
と
の
合
意
に
よ
っ
て
生
じ
る
担
保
物
権
で
あ
る
。
法
律
上
、
担
保
と
し
て
の
機
能
を

果
た
す
べ
き
と
し
て
創
設
さ
れ
た
典
型
担
保
で
あ
る
。
会
社
法
は
一
四
六
条
で
、
株
主
が
そ
の
有
す
る
株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（
２
）。

一
方
、
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
、
規
定
が
な
い
（
非
典
型
担
保
権
）。
譲
渡
担
保
は
所
有
権
移
転
と
い
う

形
式
を
と
り
、
譲
渡
と
な
る
（
３
）。

（39）



３
　
質
権
と
譲
渡
担
保

（
１
）
質
権

質
権
は
、
債
権
の
担
保
と
し
て
債
務
者
ま
た
は
第
三
者
よ
り
受
け
取
っ
た
物
を
占
有
し
、
そ

の
物
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
担
保
物
権
で
あ
る

（
民
三
四
二
条
）。
質
権
は
、
約
定
担
保
物
権
で
あ
り
、
法
律
に
定
め
の
あ
る
典
型
担
保
権
で
あ

る
。
株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
質
権
の
う
ち
で
も
権
利
質
で
あ
る
。
質
権
者
は
、

質
権
が
設
定
さ
れ
た
株
式
に
つ
い
て
、
優
先
弁
済
効
力
と
留
置
的
効
力
を
有
す
る
。

株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
場
合
、
譲
渡
担
保
を
設
定
す
る
場
合
と
法
律
上
、
異
な
る
こ
と
が

い
く
つ
か
あ
る
（
表
１
）。

納
税
者
の
株
式
に
質
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
質
権
が
国
税
の
法
定
納
期

限
以
後
に
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
税
の
租
税
債
権
が
優
先
す
る
（
国
税
徴
収
法
一
五（４
）条

）。
（
５
）

ま
た
、
民
法
で
は
弱
者
保
護
の
立
場
か
ら
、
質
権
設
定
時
ま
た
は
そ
れ
以
降
で
も
弁
済
期
到
来

前
に
締
結
し
た
契
約
に
よ
っ
て
、
質
権
者
に
弁
済
と
し
て
質
物
の
所
有
権
を
取
得
さ
せ
た
り
、

法
律
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
ら
な
い
で
質
物
を
処
分
さ
せ
る
な
ど
の
取
り
決
め
を
行
う
こ
と

を
禁
じ
て
い
る
（
流
質
契
約
の
禁
止
）（
民
法
三
四
九
条
）
（
６
）。

一
方
、
商
人
間
で
は
力
の
格
差
が

前
提
と
な
ら
な
い
た
め
、
商
行
為
か
ら
生
じ
る
債
権
を
担
保
す
る
場
合
に
は
流
質
契
約
は
解
禁

さ
れ
て
い
る
（
商
法
第
五
一
五
条
）
（
７
）。

質
権
の
場
合
、
担
保
の
実
行
方
法
は
、
原
則
は
法
定
処
分
つ
ま
り
、
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る

（40）

表１　質権と譲渡担保の違い

質　権
典型担保権 非典型担保権

流質契約
原則禁止（民法349条）商行為
から生じる債権については解禁
（商法515条）

禁じられていない

租税債権との関係
租税債権が優先する場合がある
（国税徴収法15条）

納税者の財産によって徴収でき
なかった場合のみ（国税徴収法
24条）

実行方法
競売（通常は任意処分の特約締
結）

任意

譲渡担保
法定か



競
売
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
務
で
は
任
意
処
分
の
特
約
を
締
結
し
て
い
る
た
め
、
競
売
に
よ
ら
ず
任
意
で
実
行
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。

質
権
に
は
、
略
式
質
と
登
録
質
が
あ
る
。
略
式
質
の
設
定
は
当
事
者
の
契
約
と
株
券
の
交
付
に
よ
る
（
会
社
法
一
四
六
条
二
項
）
（
８
）。

略
式
質
の
場
合
、
質
権
者
の
情
報
は
、
株
主
名
簿
に
は
登
録
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
発
行
会
社
は
当
該
株
式
に
質
権
が
設
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
配
当
な
ど
は
、
株
主
へ
送
付
さ
れ
る
。
略
式
質
と
い
え
ど
も
、
配
当
な
ど
を
取
得
す
る
権
利
は
あ
る
（
会
社

法
一
五
一
条
）
（
９
）。

質
権
者
は
、
必
要
な
場
合
は
、
こ
れ
ら
を
差
し
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
、
株
式
に
担
保
を
設
定
す
る

場
合
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
略
式
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
株
式
の
交
付
を
受
け
る
だ
け
で
、
設
定
で
き
る
簡
便
さ
も
そ
の
理
由
の
ひ

と
つ
で
あ
る
が
、
持
ち
合
い
株
式
に
担
保
を
設
定
す
る
場
合
な
ど
、
質
権
設
定
者
が
株
式
の
発
行
会
社
に
質
権
設
定
の
事
実
を
知
ら

れ
た
く
な
い
と
す
る
意
向
が
あ
っ
た
た
め
、
略
式
質
の
形
態
を
取
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

次
に
、
登
録
質
で
あ
る
が
、
登
録
質
の
設
定
は
略
式
質
の
要
件
に
加
え
て
、
株
主
名
簿
へ
の
登
録
が
必
要
と
な
る
（
会
社
法
一
四

七
条
一
項
）
（
10
）。

登
録
質
の
場
合
、
発
行
会
社
は
登
録
質
権
者
に
配
当
な
ど
を
送
付
す
る
。
ま
た
、
合
併
株
式
な
ど
が
発
行
さ
れ
る
と

き
も
質
権
者
が
取
得
す
る
（
会
社
法
一
五
二
条
、
一
五
三
条
）
（
11
）。

送
付
さ
れ
た
株
券
な
ど
は
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
、
債
務
の
弁

済
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
会
社
法
一
五
四
条
）
（
12
）。

会
社
法
で
は
質
権
設
定
者
が
株
主
名
簿
へ
の
登
録
を
請
求
す
る
（
会
社
法
一

四
八
条
）
（
13
）。

（
２
）
譲
渡
担
保

株
式
担
保
の
二
つ
目
の
形
態
は
、
譲
渡
担
保
で
あ
る
。
譲
渡
担
保
は
、
目
的
物
の
所
有
権
を
譲
渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
と
い
う

形
式
を
取
る
（
14
）。

譲
渡
担
保
は
非
典
型
担
保
で
あ
り
、
法
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
納
税
者
の
財
産
に
よ
っ
て
徴
収
で
き
な
か
っ
た

（41）



場
合
の
み
租
税
債
権
が
優
先
す
る
こ
と
と
な
る
（
国
税
徴
収
法
二
四
条
）
（
15
）。

こ
の
点
で
は
、
質
権
よ
り
も
有
利
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

担
保
の
実
行
方
法
は
任
意
で
あ
る
。
質
権
も
商
行
為
か
ら
生
じ
る
債
権
の
場
合
は
、
流
質
契
約
が
解
禁
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ま

た
、
任
意
処
分
の
特
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
実
務
で
は
譲
渡
担
保
と
変
わ
り
な
い
。
た
だ
し
、
質
権

の
場
合
は
、
法
定
処
分
と
し
て
の
競
売
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
譲
渡
担
保
の
場
合
は
、
任
意
処
分
し
か
な
い
（
16
）。

譲
渡
担
保
に
も
、
略
式
譲
渡
担
保
と
登
録
譲
渡
担
保
が
あ
る
。
略
式
譲
渡
担
保
の
成
立
要
件
は
、
略
式
質
の
場
合
と
同
様
で
あ
る

た
め
、
外
見
で
は
区
別
が
つ
か
な
い
。
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。

（
３
）
質
権
と
譲
渡
担
保
の
区
別
す
る
必
要
性

現
在
、
銀
行
が
用
い
て
い
る
有
価
証
券
差
入
証
は
、
質
権
と
譲
渡
担
保
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
ど
ち
ら
と
も
と
れ
る
表
現
を
し

て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
質
権
に
も
譲
渡
担
保
に
も
そ
れ
ぞ
れ
優
位
点
が
あ
り
、
何
か
問
題
が
発
生
し
た
と
き
に
、
債
権
者
が
質
権

で
あ
る
、
譲
渡
担
保
で
あ
る
と
の
ど
ち
ら
の
主
張
も
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
曖
昧
に
し
て
お
く
方
が
便
利
で
あ
っ
た
た
め
も

あ
ろ
う
。

現
在
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
譲
渡
担
保
の
場
合
有
価
証
券
取
引
税
が
か
か
っ
て
い
た
た
め
に
、
略
式
質
で
あ
る
と
し
て
お
い
た
方
が

コ
ス
ト
安
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
銀
行
等
の
株
式
担
保
融
資
の
場
合
、
略
式
質
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
大
半
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
株
券
電
子
化
後
の
振
替
制
度
で
は
、
こ
れ
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
質
権
と
譲
渡
担
保
と
で
は
、
手
続
の
方

法
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

質
権
の
場
合
、
略
式
質
が
原
則
と
な
る
（
振
替
法
一
四
一
条
）
（
17
）。

現
行
制
度
と
同
様
、
略
式
質
の
場
合
は
質
権
者
の
名
前
は
株
主

名
簿
に
出
な
い
。
配
当
や
優
待
は
発
行
会
社
か
ら
、
質
権
設
定
者
に
送
付
さ
れ
る
。
振
替
制
度
が
こ
れ
ま
で
の
制
度
と
異
な
る
と
こ

（42）



ろ
は
、
質
権
設
定
者
で
は
な
く
、
質
権
者
の
請
求
に
よ
っ
て
、
登
録
質
と
な
る
こ
と
で
あ
る
（
18
）。（

振
替
法
一
五
一
条
三
項
、
四
項
）

一
方
、
譲
渡
担
保
の
場
合
、
原
則
は
登
録
譲
渡
担
保
と
な
る
（
振
替
法
一
四
〇
条
）（
会
社
法
一
五
一
条
一
項
）
（
19
）。

略
式
譲
渡
担
保

と
す
る
場
合
に
は
、
担
保
権
者
が
「
特
別
株
主
」
の
申
し
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
特
別
株
主
の
申
出
」
振
替
法
一
五
一
条

二
項
一
号
）。
つ
ま
り
、
保
有
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
株
主
以
外
の
他
の
株
主
を
総
株
主
通
知
で
通
知
し
、
株
主
名
簿
に
記
載
さ
せ

る
。
ち
な
み
に
、
特
別
株
主
と
な
る
者
が
加
入
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
振
替
法
一
五
一
条
二
項
一
号
）
つ
ま
り
、
担
保
権
設
定

者
も
口
座
開
設
の
必
要
が
あ
る
。

４
　
現
行
の
株
式
担
保

（
１
）
株
券
で
保
有
す
る
株
式
担
保

登
録
質
や
登
録
譲
渡
担
保
は
実
務
上
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
法
律
上
は
、
略
式
質
、
登
録
質
、
略
式
譲
渡
担
保
、
登
録

譲
渡
担
保
の
い
ず
れ
も
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
２
）
保
管
振
替
制
度
に
あ
る
株
式
担
保

保
管
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
略
式
質
の
み
が
可
能
で
あ
り
、
登
録
質
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
登
録
質
と
す
る
場
合
に

は
、
保
管
振
替
機
構
に
株
券
の
交
付
を
請
求
し
、
株
券
で
保
有
す
る
形
で
の
登
録
質
の
設
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

略
式
質
の
場
合
に
は
、
質
権
設
定
者
の
口
座
に
質
権
口
座
を
開
設
し
、
質
権
設
定
者
の
自
己
口
か
ら
質
権
口
に
振
り
替
え
る
（
保

振
法
二
六
条
二
項
、
二
七
条
二
項
）
（
20
）

保
管
振
替
制
度
に
お
け
る
譲
渡
担
保
の
う
ち
略
式
譲
渡
担
保
の
場
合
は
、
保
管
振
替
法
一
六
条
一
項
に
よ
る
証
券
会
社
の
（
普
通
）

（43）



口
座
名
義
人
は
担
保
権
者
で
あ
る
が
、
会
社
の
実
質
株
主
名
簿
に
は
株
主
で
あ
る
担
保
権
設
定
者
の
名
義
が
記
載
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

保
管
振
替
法
上
の
口
座
名
義
人
と
実
質
株
主
が
別
人
に
な
る
（
保
管
振
替
法
三
一
条
四
項
か
っ
こ
書
、
保
管
振
替
法
施
行
規
則
一
〇

条
二
項
、
保
管
振
替
機
構
、
株
券
等
の
振
替
に
関
す
る
業
務
規
程
八
一
条
）
（
21
）

登
録
譲
渡
担
保
の
場
合
、
担
保
権
者
の
普
通
口
座
に
記
帳
さ
れ
、
実
質
株
主
名
簿
に
も
担
保
権
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
登
録
譲
渡
担
保
の
場
合
は
、
担
保
権
者
の
所
有
分
と
譲
渡
担
保
が
設
定
さ
れ
て
い
る
株
式
と
は
区
別
で
き
な
い
。

５
　
ど
の
よ
う
に
移
行
さ
れ
る
か

で
は
、
こ
れ
ら
の
担
保
、
つ
ま
り
株
券
で
保
有
す
る
場
合
の
四
つ
の
担
保
形
態
と
保
管
振
替
制
度
に
あ
る
、
登
録
質
を
除
く
三
つ

の
担
保
形
態
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
、
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
担
保
形
態
に
移
行
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
手

続
は
図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
図
１
）。

（
１
）
株
券
で
保
有
す
る
場
合

①
略
式
質

ま
ず
、
株
券
で
保
有
す
る
略
式
質
の
手
続
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
何
も
し
な
い
、
保
管
振
替
機
構
に
預
託
す
る
、
預
託
は

し
な
い
で
、（
株
券
の
ま
ま
）
株
主
名
簿
に
登
録
す
る
三
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
　
何
も
手
続
し
な
い
と

担
保
株
券
を
保
有
し
、
何
も
手
続
し
な
け
れ
ば
、
新
制
度
に
お
い
て
は
、
設
定
者
の
名
義
の
特
別
口
座
に
記
録
さ
れ
る
。
担
保
株

券
は
無
効
と
な
る
。
放
置
し
て
お
く
と
、
担
保
権
者
は
担
保
権
の
対
抗
要
件
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
名
義
書
換
失
念
株
式

（44）



（45）

図１　現行株式担保から新制度への移行

株式担保

保管振替機構
に預託

株券で保有

略式質

何も手続しない 担保の対抗要
件なくなる

質権設定者の
同意あり

質権設定者の
同意なし

質権設定者の
同意あり

質権設定者の
同意なし

特別口座の略
式質（注１）

（注１）総株主通知
で質権者名を
通知しない

（注２）総株主通知
で質権者名を
通知する

特別口座の登
録質（注２）

担保の対抗要
件なくなる

保振に預託

預託せず株主
名簿に登録

登録質

略式譲渡担保

登録譲渡担保

略式質

登録質

略式譲渡担保 何も手続しないと登
録譲渡担保となる

手続の必要なし。担
保権者の特別口座へ

手続の必要なし。担保権者
の保有欄に記載

手続の必要な
く、担保権者
の保有欄へ

手続の必要なし。保振法上
の質権口から振替法上の質
権者の質権欄へ

担保権者が「特別株主」の
申し出をし、担保権設定者
を株主名簿に記載

登録譲渡担保

何も手続しない

担保権者が単
独で自己名義
に書換し登録
譲渡担保に

略式質権者の単独
預託施行日の１ヶ
月前から２週間前
の日の前日（決済
合理化法附則11
条）

１年以内に設定契
約書と株券を発行
会社に提出するな
どの手続をすれば
特別口座開設

１年以内に質権設定
書と株券を発行会社
に提出するなどの手
続をすれば、特別口
座開設

特例期間（施行日
の２週間前から前
日）を利用した特
例登録質権者

保振に預託

できない

振替制度では、加入者が口座を有していることが前提になっている。設定者の口座がないと株式の返戻先がないなどの実務上の問題が生じる。
略式質権者の単独預託、略式譲渡担保権者が自らの口座に預託するケースでも設定者の口座は基本的に必要。

現行制度 移行手続 振替制度



と
同
様
、
い
く
つ
か
の
救
済
措
置
が
用
意
さ
れ
て
い
る
、
例
え
ば
、
質
権
設
定
者
と
質
権
者
が
共
同
で
請
求
す
る
場
合
や
判
決
が
あ

る
場
合
、
ま
た
、
一
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
質
権
設
定
契
約
書
と
株
券
を
発
行
会
社
に
提
出
す
る
こ
と
で
質
権
者
は
振
替
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
社
債
、
株
式
等
振
替
法
一
三
三
条
二
項
（
22
）、

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命

令
第
一
八
条
二
号
）。

Ｂ
　
保
管
振
替
機
構
に
預
託
す
る
と

次
に
、
保
管
振
替
機
構
に
預
託
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
質
権
設
定
者
の
同
意
が
得
ら
れ
る
場
合
、

得
ら
れ
な
い
場
合
で
手
続
が
異
な
る
。
質
権
設
定
者
の
同
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
保
管
振
替
制
度
上

の
略
式
質
と
な
る
。
一
方
、
質
権
設
定
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
制
度
開
始
の
一
ヶ

月
前
か
ら
二
週
間
前
の
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
は
略
式
質
権
者
が
単
独
で
預
託
で
き
る
（
決
済
合

理
化
法
附
則
一
一
条
）
（
23
）（

図
２
①
）。
こ
の
場
合
は
、
後
に
質
権
設
定
者
に
通
知
し
、
質
権
設
定
者

に
も
振
替
制
度
の
口
座
を
開
設
す
る
よ
う
依
頼
す
る
。

Ｃ
　
預
託
し
な
い
で
株
主
名
簿
に
登
録
す
る
と

担
保
株
券
を
預
託
せ
ず
、
株
主
名
簿
に
質
権
を
登
録
す
る
方
法
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
質
権
設

定
者
の
同
意
が
得
ら
れ
る
か
否
か
で
取
り
扱
い
が
異
な
る
。
質
権
設
定
者
の
同
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、

株
主
名
簿
に
登
録
し
、
登
録
質
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
は
や
略
式
質
で
は
な
く
な
る
の
で
、

質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
発
行
会
社
に
通
知
さ
れ
る
。
一
方
、
質
権
設
定
者
の
同
意
が

得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
制
度
開
始
二
週
間
前
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
特
例
期
間
を
利
用
し

て
、
い
わ
ゆ
る
特
例
登
録
質
権
者
と
な
る
。
制
度
移
行
後
は
、
特
別
口
座
に
略
式
質
と
し
て
記
載

（46）

図２　質権設定者の同意が得られない場合の手続期間

１ヶ月前 ① ②２週間前 施行日

１ヶ月前から２週間前
の日の前日 ２週間前から施行日の前日

略式質権者の単独預託
が可能な期間（振替法
附則10条、11条）

略式質権者による株主
名簿への名義記録（振
替法附則６条６項）



さ
れ
る
（
図
２
②
）。
つ
ま
り
、
特
別
口
座
に
は
記
録
が
あ
る
が
、
総
株
主
通
知
に
質
権
者
の
名
前
は
現
れ
な
い
（
24
）。

②
登
録
質

株
券
で
保
有
す
る
登
録
質
の
場
合
、
手
続
の
必
要
な
く
、
新
制
度
に
お
い
て
も
特
別
口
座
に
お
い
て
、
登
録
質
と
し
て
記
載
さ
れ

る
。
登
録
株
式
質
権
者
（
通
知
対
象
株
主
）
名
義
の
特
別
口
座
が
開
設
さ
れ
る
（
決
済
合
理
化
法
附
則
八
条
一
項
及
び
四
項
参
照
）
（
25
）。

つ
ま
り
、
そ
の
登
録
株
式
質
権
者
名
義
の
特
別
口
座
の
質
権
欄
に
、
株
主
（
設
定
者
、
特
定
振
替
株
主
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
、
株
主
ご
と
の
振
替
株
式
の
数
等
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
決
済
合
理
化
法
附
則
八
条
五
項
五
号
、
六
項
一
号
ロ
）
（
26
）。

③
略
式
譲
渡
担
保

Ａ
　
何
も
手
続
し
な
い
と

株
券
で
保
有
す
る
略
式
譲
渡
担
保
の
場
合
、
何
も
手
続
し
な
け
れ
ば
、
担
保
権
設
定
者
の
名
義
で
特
別
口
座
に
記
録
さ
れ
る
。
略

式
譲
渡
担
保
の
場
合
、
放
置
し
て
お
く
と
、
担
保
権
者
は
担
保
の
対
抗
要
件
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
譲
渡
担
保
は
形
式
上
は
所
有
権

が
担
保
権
者
に
移
転
す
る
譲
渡
で
あ
る
た
め
、
担
保
権
者
は
単
独
で
自
己
の
名
義
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
手
続
を

せ
ず
に
新
制
度
開
始
を
迎
え
て
も
、
新
制
度
開
始
後
は
、
名
義
書
換
失
念
株
と
同
様
、
担
保
権
設
定
契
約
書
と
株
券
を
発
行
会
社
に

提
出
し
、
自
己
の
名
義
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命
令
第
一
八
条
二
号
）。
そ
の
他
、
設

定
者
と
共
同
で
請
求
す
る
こ
と
、
判
決
を
添
付
す
る
な
ど
の
手
続
を
取
れ
ば
、
担
保
権
者
は
振
替
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｂ
　
登
録
譲
渡
担
保
に
す
る

略
式
譲
渡
担
保
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
何
も
手
続
き
し
な
い
と
担
保
権
設
定
者
の
名
義
の
特
別
口
座
に
記
載
さ
れ
る
。
こ
れ
を

電
子
化
前
に
回
避
す
る
方
法
と
し
て
は
、
担
保
権
者
が
自
己
名
義
に
名
義
書
換
を
し
、
登
録
譲
渡
担
保
に
変
更
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
譲
渡
担
保
は
譲
渡
で
あ
る
の
で
、
担
保
権
者
は
担
保
権
設
定
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
名
義
書
換
を
行
う
こ
と
が
可
能
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で
あ
る
。

Ｃ
　
保
管
振
替
機
構
に
預
託
す
る
と

株
券
で
保
有
す
る
略
式
譲
渡
担
保
を
保
管
振
替
制
度
に
預
託
す
る
手
続
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

④
登
録
譲
渡
担
保

現
在
、
株
券
を
登
録
譲
渡
担
保
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
特
に
手
続
を
す
る
こ
と
な
く
、
担
保
権
者
名
義
の
特
別
口
座
が
開
設
さ

れ
る
。

（
２
）
保
管
振
替
制
度
に
あ
る
場
合

①
略
式
質

現
在
、
株
式
担
保
の
形
態
を
保
管
振
替
制
度
に
お
け
る
略
式
質
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
手
続
の
必
要
な
く
、
保
管
振
替
法
上
の

質
権
口
か
ら
振
替
法
上
の
質
権
者
の
質
権
欄
に
移
行
さ
れ
る
。

②
登
録
質

保
管
振
替
制
度
に
は
登
録
質
の
制
度
が
な
い
。
現
行
制
度
で
は
、
登
録
質
は
株
券
で
保
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

③
略
式
譲
渡
担
保

現
行
の
保
管
振
替
制
度
で
は
、
略
式
譲
渡
担
保
の
場
合
、
匿
名
性
確
保
の
た
め
に
は
、
設
定
者
を
実
質
株
主
と
し
て
通
知
す
る
よ

う
申
し
出
て
い
る
（
保
管
振
替
法
三
一
条
四
項
か
っ
こ
書
）
（
27
）。

保
管
振
替
制
度
に
あ
る
略
式
譲
渡
担
保
は
、
何
も
手
続
す
る
こ
と
な
く
、
担
保
権
者
の
保
有
欄
に
記
帳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
振
替
制
度
に
移
行
後
、
何
も
手
続
し
な
い
で
お
く
と
、
譲
渡
担
保
は
原
則
で
あ
る
登
録
譲
渡
担
保
と
な
り
、
総
株
主
通
知
で

（48）



担
保
権
者
の
氏
名
が
通
知
さ
れ
る
。
担
保
権
者
以
外
の
者
を
株
主
名
簿
に
株
主
と
し
て
記
載
す
る
場
合
に
は
、
担
保
権
者
が
「
特
別

株
主
」
の
申
し
出
を
し
て
、
担
保
権
設
定
者
の
名
前
を
株
主
名
簿
に
記
載
す
る
。
特
別
株
主
申
し
出
を
し
て
は
じ
め
て
略
式
譲
渡
担

保
と
な
る
。

④
登
録
譲
渡
担
保

自
己
保
有
株
式
と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
手
続
の
必
要
な
く
、
担
保
権
者
の
保
有
口
に
記
録
さ
れ
る
。

６
　
株
券
電
子
化
後
の
株
式
担
保

（
１
）
振
替
制
度
に
お
け
る
株
式
担
保

前
述
の
通
り
、
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
手
続
き
の
違
い
か
ら
、
質
権
か
譲
渡
担
保
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

現
行
制
度
と
の
大
き
な
違
い
は
、
質
権
設
定
者
で
は
な
く
、
質
権
者
の
請
求
に
よ
っ
て
、
登
録
質
と
な
る
こ
と
で
あ
る
（
振
替
法
一

五
一
条
三
項
、
四
項
）
（
28
）。

譲
渡
担
保
の
場
合
、
質
権
と
は
反
対
に
、
原
則
は
登
録
譲
渡
担
保
と
な
る
（
振
替
法
一
四
〇
条
）（
会
社
法

一
五
一
条
一
項
）。
略
式
譲
渡
担
保
と
す
る
場
合
に
は
、
担
保
権
者
が
「
特
別
株
主
」
の
申
し
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
特
別

株
主
の
申
出
」
振
替
法
一
五
一
条
二
項
一
号
）。

（
２
）
株
券
電
子
化
後
の
株
式
担
保
の
注
意
点
、
利
点

振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
株
券
が
発
行
さ
れ
な
く
な
る
、
現
在
の
株
券
も
無
効
と
な
る
た
め
、
株
券
で
保
有
し
た
り
、
交
付
さ
れ

た
担
保
株
券
を
返
還
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
債
務
が
履
行
さ
れ
、
株
式
に
設
定
さ
れ
て
い
る
担
保
権
を
解
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
態
と
な
っ
た
と
き
、
返
還
で
き
る
状
態
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
行
制
度
で
は
、
担
保
権
を
解
除
す
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る
際
、
受
け
取
り
を
拒
否
さ
れ
る
場
合
に
は
、
供
託
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
振
替
株
式
に
は
こ
の
制
度
が
な
い
。
担
保
株

式
の
返
還
を
確
保
す
る
た
め
、
担
保
権
設
定
者
に
も
口
座
管
理
維
持
義
務
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
株
券
電
子
化
の
制
度
は
、
上
場
会
社
に
の
み
適
用
さ
れ
る
た
め
、
上
場
廃
止
に
な
っ
た
場
合
、
口
座
記
録
抹
消
さ
れ
、
通

常
は
株
券
発
行
会
社
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
株
主
名
簿
に
登
録
の
な
い
略
式
質
権
者
の
権
利
が
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
現
行
制
度
と
振
替
制
度
と
の
違
い
の
ひ
と
つ
に
、
質
権
者
に
よ
る
登
録
質
へ
の
移
行
が
あ
る
（
振
替
法
一
五
一
条

三
項
、
四
項
）。
振
替
制
度
で
は
、
略
式
質
か
ら
登
録
質
へ
の
移
行
請
求
は
、
質
権
者
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
行
制
度
で

は
、
請
求
は
設
定
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

更
に
、
物
上
代
位
権
な
ど
の
強
化
が
あ
る
。
会
社
法
以
前
は
、
略
式
質
に
つ
い
て
、
利
益
配
当
な
ど
の
物
上
代
位
権
に
お
よ
ぶ
か

ど
う
か
説
が
分
か
れ
て
お
り
、
多
数
説
は
及
ば
な
い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
会
社
法
は
、
一
五
一
条
（
29
）

で
、
略
式
質
と
登
録
質
の
区

別
を
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
株
式
分
割
や
無
償
割
当
、
株
式
併
合
が
行
わ
れ
新
株
が
交
付
さ
れ
た
場
合
、
略
式
質
で
も
登
録
質
で

も
質
権
者
に
物
上
代
位
権
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
現
行
制
度
に
お
い
て
、
旧
株
券
の
提
出
の
必
要
が
な
い
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ア
ク
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
場
合
、
株
券
は
略
式
質

の
場
合
、
質
権
設
定
者
に
送
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
質
権
者
は
質
物
の
価
値
を
減
じ
な
い
た
め
に
、
増
担
保
や
差
し
押
さ
え

を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。
振
替
制
度
に
お
い
て
は
略
式
質
で
も
登
録
質
で
も
質
権
者
の
口
座
に
増
加
記
帳
さ
れ
る
（
振
替
法
一
三
六

条
（
併
合
）、
一
三
七
条
（
分
割
）、
一
三
八
条
（
合
併
））
（
30
）。

略
式
質
や
略
式
譲
渡
担
保
な
ど
質
権
者
お
よ
び
担
保
権
者
の
存
在
を
発
行
会
社
が
把
握
で
き
な
い
場
合
の
利
益
配
当
は
、
こ
れ
ま

で
の
制
度
と
同
様
、
株
主
で
あ
る
質
権
者
や
担
保
権
設
定
者
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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７
　
お
わ
り
に

株
券
電
子
化
の
実
施
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。
電
子
化
は
、
担
保
株
券
に
も
及
ぶ
。
担
保
株
券
の
場
合
は
、
担
保
権
設
定
者
と
担

保
権
者
の
双
方
が
関
係
す
る
た
め
、
手
続
も
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
株
券
電
子
化
に
あ
た
り
、
銀
行
な
ど
で
は
、
こ

れ
ま
で
曖
昧
に
し
て
き
た
質
権
と
譲
渡
担
保
を
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
続
の
方
法
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
質
権

と
譲
渡
担
保
で
は
、
実
務
上
は
大
き
な
違
い
が
な
い
も
の
の
、
租
税
債
権
の
優
劣
や
担
保
権
の
実
行
の
仕
方
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。

担
保
権
者
は
担
保
権
設
定
者
に
説
明
し
、
意
思
を
確
認
し
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、

担
保
株
式
を
株
券
で
保
有
し
て
い
る
の
か
、
保
管
振
替
制
度
に
預
託
し
て
い
る
の
か
で
二
分
類
し
、
更
に
略
式
質
、
登
録
質
、
略
式

譲
渡
担
保
、
登
録
譲
渡
担
保
の
四
つ
の
担
保
形
態
に
分
け
、
現
状
と
移
行
手
続
、
移
行
後
の
形
態
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
た
。

こ
れ
ま
で
株
券
の
交
付
を
受
け
る
だ
け
で
、
簡
便
で
あ
っ
た
略
式
質
や
略
式
譲
渡
担
保
は
、
預
託
や
名
義
書
換
な
ど
、
対
抗
要
件

を
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
続
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
物
上
代
位
権
の
強
化
な
ど
の
利
点
も
あ
る
。
円
滑
な
株
券

電
子
化
制
度
実
施
の
た
め
に
は
、
担
保
権
者
は
担
保
権
設
定
者
と
協
力
し
、
前
も
っ
て
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
株
券
電
子
化

の
実
施
ま
で
あ
と
五
ヶ
月
。
残
さ
れ
た
時
間
は
短
い
。

参
考
文
献

・
脚
注
に
記
述
し
た
も
の
以
外
で
は
、
全
国
銀
行
協
会
「
株
券
電
子
化
に
伴
う
株
式
担
保
の
一
斉
移
行
対
応
（
Ｑ
＆
Ａ
）（
第
一
版
）（
公
表
資
料
）」

平
成
一
九
年
四
月

※
本
稿
作
成
に
際
し
、
大
野
正
文
氏
（
全
国
銀
行
協
会
）、
越
智
秀
希
氏
（
株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構
）
お
よ
び
唐
津
伸
氏
（
株
式
会
社
証
券
保
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管
振
替
機
構
）
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
深
謝
い
た
し
ま
す
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
平
成
二
〇
年
帝
塚
山
学
園
特
別
研
究
助
成
費
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

本
稿
は
平
成
二
〇
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）

有
斐
閣
『
法
律
用
語
辞
典
第
三
版
』

（
２
）

会
社
法
第
一
四
六
条
（
株
式
の
質
入
れ
）

株
主
は
、
そ
の
有
す
る
株
式
に
質
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）

保
管
振
替
制
度
に
お
い
て
も
、
振
替
制
度
に
お
い
て
も
、
譲
渡
担
保
株
式
を
自
己
の
保
有
株
式
と
外
観
上
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
４
）

国
税
徴
収
法
第
一
五
条
（
法
定
納
期
限
等
以
前
に
設
定
さ
れ
た
質
権
の
優
先
）

納
税
者
が
そ
の
財
産
上
に
質
権
を
設
定
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
質
権
が
国
税
の
法
定
納
期
限
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
し
、
当
該
国
税
に

係
る
附
帯
税
及
び
滞
納
処
分
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
の
基
因
と
な
っ
た
国
税
に
係
る
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。
以
下
「
法
定

納
期
限
等
」
と
い
う
。）
以
前
に
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
国
税
は
、
そ
の
換
価
代
金
に
つ
き
、
そ
の
質
権
に
よ
り
担

保
さ
れ
る
債
権
に
次
い
で
徴
収
す
る
。

（
５
）

新
制
度
移
行
の
預
託
の
際
、
株
式
は
一
旦
質
権
設
定
者
に
返
却
さ
れ
、
新
た
に
担
保
設
定
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
た
め
、

租
税
債
権
に
劣
後
す
る
危
険
が
あ
る
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、
特
例
預
託
を
用
い
、
質
権
設
定
者
の
口
座
を
通
過
し
な
い
方
法
も
考
え

ら
れ
る
。

（
６
）

民
法
第
三
四
九
条
（
契
約
に
よ
る
質
物
の
処
分
の
禁
止
）

質
権
設
定
者
は
、
設
定
行
為
又
は
債
務
の
弁
済
期
前
の
契
約
に
お
い
て
、
質
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権
者
に
弁
済
と
し
て
質
物
の
所
有
権
を
取
得
さ
せ
、
そ
の
他
法
律
に
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な
い
で
質
物
を
処
分
さ
せ
る
こ
と
を
約
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

（
７
）

商
法
第
五
一
五
条
（
契
約
に
よ
る
質
物
の
処
分
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

民
法
第
三
四
九
条
の
規
定
は
、
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権

を
担
保
す
る
た
め
に
設
定
し
た
質
権
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
８
）

会
社
法
第
一
四
六
条

２
　
株
券
発
行
会
社
の
株
式
の
質
入
れ
は
、
当
該
株
式
に
係
る
株
券
を
交
付
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
９
）

会
社
法
第
一
五
一
条
　
株
式
会
社
が
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
場
合
に
は
、
株
式
を
目
的
と
す
る
質
権
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
当
該
株

式
の
株
主
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
存
在
す
る
。

一
　
第
一
六
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
得
請
求
権
付
株
式
の
取
得

二
　
第
一
七
〇
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
取
得
条
項
付
株
式
の
取
得

三
　
第
一
七
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
七
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得

四
　
株
式
の
併
合

五
　
株
式
の
分
割

六
　
第
一
八
五
条
に
規
定
す
る
株
式
無
償
割
当
て

七
　
第
二
七
七
条
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て

八
　
剰
余
金
の
配
当

九
　
残
余
財
産
の
分
配

一
〇
　
組
織
変
更
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一
一
　
合
併
（
合
併
に
よ
り
当
該
株
式
会
社
が
消
滅
す
る
場
合
に
限
る
。）

一
二
　
株
式
交
換

一
三
　
株
式
移
転

一
四
　
株
式
の
取
得
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。）

（
10
）

会
社
法
第
一
四
七
条
（
株
式
の
質
入
れ
の
対
抗
要
件
）

株
式
の
質
入
れ
は
、
そ
の
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に

記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
、
株
式
会
社
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
株
券
発
行
会
社
の
株
式
の
質
権
者
は
、
継
続
し
て
当
該
株
式
に
係
る
株
券
を
占
有
し
な
け
れ
ば
、
そ

の
質
権
を
も
っ
て
株
券
発
行
会
社
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
11
）

会
社
法
第
一
五
二
条
　
株
式
会
社
（
株
券
発
行
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
を
し
た
場
合
（
こ
れ
ら
の
行
為
に
際
し
て
当
該
株
式
会
社
が
株
式
を
交
付
す
る
場
合
に
限
る
。）
又
は
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る

行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
質
権
の
質
権
者
が
登
録
株
式
質
権
者
（
第
二
一
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
よ
り
第
一

四
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
る
と

き
は
、
前
条
の
株
主
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
に
つ
い
て
、
そ
の
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、

又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
株
式
会
社
は
、
株
式
の
併
合
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
質
権
の
質
権
者
が
登
録
株
式
質
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
併
合
し
た
株

式
に
つ
い
て
、
そ
の
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
株
式
会
社
は
、
株
式
の
分
割
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
の
質
権
の
質
権
者
が
登
録
株
式
質
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
分
割
し
た
株

式
に
つ
い
て
、
そ
の
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
五
三
条
　
株
券
発
行
会
社
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
第
一
五
一
条
の
株
主
が
受
け
る
株
式
に
係
る
株
券
を
登
録
株

式
質
権
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
株
券
発
行
会
社
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
併
合
し
た
株
式
に
係
る
株
券
を
登
録
株
式
質
権
者
に
引
き
渡
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
株
券
発
行
会
社
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
分
割
し
た
株
式
に
つ
い
て
新
た
に
発
行
す
る
株
券
を
登
録
株
式
質
権
者

に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
12
）

会
社
法
第
一
五
四
条
　
登
録
株
式
質
権
者
は
、
第
一
五
一
条
の
金
銭
等
（
金
銭
に
限
る
。）
を
受
領
し
、
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の

債
権
の
弁
済
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
て
い
な
い
と
き
は
、
登
録
株
式
質
権
者
は
、
株
式
会
社
に
同
項
に
規
定
す
る
金
銭
等
に
相
当
す
る

金
額
を
供
託
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
質
権
は
、
そ
の
供
託
金
に
つ
い
て
存
在
す
る
。

（
13
）

会
社
法
第
一
四
八
条
　
株
式
に
質
権
を
設
定
し
た
者
は
、
株
式
会
社
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す

る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
質
権
の
目
的
で
あ
る
株
式

（
14
）

道
垣
内
弘
人
『
担
保
物
権
法
﹇
第
二
版
﹈』、
二
〇
〇
五
年
、
有
斐
閣
、
二
九
六
頁
。

（
15
）

国
税
徴
収
法
第
二
四
条
（
譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任
）

納
税
者
が
国
税
を
滞
納
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
譲
渡
し
た
財

産
で
そ
の
譲
渡
に
よ
り
担
保
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
譲
渡
担
保
財
産
」
と
い
う
。）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
財
産
に
つ

き
滞
納
処
分
を
執
行
し
て
も
な
お
徴
収
す
べ
き
国
税
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
譲
渡
担
保
財
産
か
ら
納
税
者
の
国
税
を

（55）



徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
16
）

発
行
会
社
が
自
己
株
式
に
担
保
を
設
定
す
る
場
合
、
設
定
が
取
得
に
、
実
行
が
処
分
に
当
た
る
た
め
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
問
題
が
生

じ
る
場
合
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
葉
玉
匡
美
「
株
券
電
子
化
時
代
の
証
券
担
保
の
あ
り
方
」『
月
間
資
本
市
場
』
二
〇
〇
八
年
四
月

（
Ｎ
ｏ
、
二
七
二
）
五
五
頁
）。
質
権
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
回
避
で
き
る
。

（
17
）

振
替
法
第
一
四
一
条
（
振
替
株
式
の
質
入
れ
）

振
替
株
式
の
質
入
れ
は
、
振
替
の
申
請
に
よ
り
、
質
権
者
が
そ
の
口
座
に
お
け
る
質
権

欄
に
当
該
質
入
れ
に
係
る
数
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
18
）

振
替
法
第
一
五
一
条
（
総
株
主
通
知
）

振
替
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
行
者
に
対
し
、

当
該
各
号
に
定
め
る
株
主
に
つ
き
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
株
主
の
有
す
る
当
該
発
行
者
が
発
行
す
る
振
替
株
式
の
銘
柄

及
び
数
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
知
事
項
」
と
い
う
。）
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
発
行
者
が
基
準
日
を
定
め
た
と
き
。
そ
の
日
の
株
主

二
　
株
式
の
併
合
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
が
到
来
し
た
と
き
。
そ
の
日
の
株
主

三
　
振
替
機
関
等
が
第
一
三
五
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
抹
消
を
し
た
と
き
。
当

該
抹
消
に
係
る
振
替
株
式
の
株
主

四
　
事
業
年
度
を
一
年
と
す
る
発
行
者
に
つ
い
て
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
ヶ
月
を
経
過

し
た
と
き
（
発
行
者
が
会
社
法
第
四
五
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
配
当
に
係
る
基
準
日
を
定
め
た
と
き
を
除
く
。）。
当
該
事
業

年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
の
株
主

五
　
特
定
の
銘
柄
の
振
替
株
式
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
第
二
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
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場
合
又
は
第
四
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る

者
が
存
し
な
い
と
き
。
当
該
指
定
が
取
り
消
さ
れ
た
日
又
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
日
の
株
主

六
　
特
定
の
銘
柄
の
振
替
株
式
が
振
替
機
関
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
。
当
該
振
替
機
関
が
当
該
振
替
株
式
の
取
扱
い

を
や
め
た
日
の
株
主

七
　
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
。
政
令
で
定
め
る
日
に
お
け
る
株
主

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
株
主
と

し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
振
替
機
関
又
は
そ
の
下
位
機
関
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
中
の
加
入
者
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。）
の
保
有
欄
に
振
替
株
式
に
つ

い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
口
座
の
加
入
者
（
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
加
入
者
が
、
そ

の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
、
当
該
振
替
株
式
に
つ
き
他
の
加
入
者
を
株
主
と
し
て
前
項
の
通
知
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
旨
の
申
出
を

し
た
と
き
は
、
当
該
振
替
株
式
に
係
る
他
の
加
入
者
（
第
一
五
四
条
に
お
い
て
「
特
別
株
主
」
と
い
う
。））

二
　
前
号
に
規
定
す
る
加
入
者
の
口
座
の
質
権
欄
に
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
質
権
欄
に
株

主
と
し
て
そ
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
者

３
　
振
替
機
関
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
株
式
が
質
権
欄
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
口
座
の
加
入
者
か
ら
の
申

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
通
知
に
お
い
て
、
当
該
振
替
株
式
の
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
振
替
株
式
の
銘

柄
及
び
当
該
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
第
一
二
九
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
加
入
者
は
、
前
項
の
申
出
を
す
る
に
は
、
そ
の
直
近
上
位
機
関
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（57）



（
19
）

振
替
法
第
一
四
〇
条
（
振
替
株
式
の
譲
渡
）

振
替
株
式
の
譲
渡
は
、
振
替
の
申
請
に
よ
り
、
譲
受
人
が
そ
の
口
座
に
お
け
る
保
有
欄

（
機
関
口
座
に
あ
っ
て
は
、
第
一
二
九
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
）
に
当
該
譲
渡
に
係
る
数
の
増
加

の
記
載
又
は
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

（
20
）

保
管
振
替
法
第
二
六
条
（
振
替
請
求
）

参
加
者
又
は
顧
客
は
、
そ
の
口
座
の
株
式
に
つ
き
、
他
の
口
座
へ
の
振
替
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
顧
客
は
、
参
加
者
に
対
し
て
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
預
託
株
券
の
株
式
を
質
権
の
目
的
と
す
る
場
合
の
振
替
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
七
条
（
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
の
効
力
）

参
加
者
口
座
簿
又
は
顧
客
口
座
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
口

座
の
株
式
の
数
に
応
じ
た
株
券
の
占
有
者
と
み
な
す
。

２
　
参
加
者
口
座
簿
及
び
顧
客
口
座
簿
の
振
替
の
記
載
又
は
記
録
は
、
そ
の
記
載
又
は
記
録
に
係
る
株
式
の
数
に
応
じ
た
株
式
を
譲
渡
し
、

又
は
質
権
の
目
的
と
す
る
場
合
に
お
い
て
株
券
の
交
付
が
あ
っ
た
の
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

（
21
）

保
管
振
替
法
第
三
一
条
四
項
（
実
質
株
主
の
通
知
）

参
加
者
は
、
保
管
振
替
機
関
か
ら
、
当
該
参
加
者
が
顧
客
預
託
分
と
し
て
預
託
し
、

又
は
預
託
す
る
こ
と
と
な
る
べ
き
株
券
の
株
式
に
つ
き
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
質
株
主
の
通
知
の
た
め
に
必
要
な
事
項

の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
顧
客
（
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
他
の
者
が
実
質
株
主
で
あ

る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
を
実
質
株
主
と
し
て
当
該
事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
保
振
法
施
行
規
則
﹈
一
〇
条
（
実
質
株
主
と
し
て
通
知
す
べ
き
場
合
等
）

１
　
略

２
　
法
第
三
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
顧
客
が
株
式
を
担
保
の
目
的
で
譲
り
受
け
、
又
は
譲
り
受
け
る

こ
と
と
な
る
べ
き
場
合
及
び
顧
客
が
他
の
者
か
ら
株
券
そ
の
他
の
有
価
証
券
の
預
託
を
受
け
た
場
合
と
す
る
。
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﹇
保
管
振
替
機
構
　
株
券
等
の
振
替
に
関
す
る
業
務
規
程
﹈
第
八
一
条
（
実
質
株
主
の
報
告
）

参
加
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
法
第
三
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
機
構
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
実
質
株
主
（
当
該
参
加
者
が
顧
客
預

託
分
と
し
て
預
託
し
た
株
券
の
株
式
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
、
銘
柄
ご
と
に
、
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
株
式
数
を
機
構
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
参
加
者
は
、
当
該
株
式
に
係
る
顧
客
（
施
行
規
則
第
一
〇
条
第
二
項
に
規
定
す
る

場
合
に
お
い
て
、
顧
客
か
ら
他
の
者
が
実
質
株
主
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
を
実
質
株
主
と
し
て
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。（
以
下
略
）

（
22
）
﹇
社
債
、
株
式
等
振
替
法
﹈
第
一
三
三
条
　
加
入
者
は
、
特
別
口
座
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
振
替
株
式
に
つ
い
て
は
、
当
該
加
入

者
又
は
当
該
振
替
株
式
の
発
行
者
の
口
座
以
外
の
口
座
を
振
替
先
口
座
と
す
る
振
替
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
特
定
の
銘
柄
の
振
替
株
式
に
係
る
第
一
三
〇
条
第
一
項
の
通
知
又
は
振
替
の
申
請
の
前
に
当
該
振
替
株
式
と
な
る
前
の
株
式
を
取
得

し
た
者
で
あ
っ
て
株
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
取
得
者
等
」
と
い
う
。）
が
、
当
該
通
知
又
は
当
該
振
替
の
申
請
の
後
に
、
当
該
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
特

別
口
座
の
加
入
者
と
共
同
し
て
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
発
行
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
請
求
を
す

べ
き
こ
と
を
当
該
加
入
者
に
命
ず
る
判
決
で
あ
っ
て
執
行
力
を
有
す
る
も
の
の
正
本
若
し
く
は
謄
本
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
と

し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
当
該
取
得
者
等
が
添
付
し
て
請
求
を
し
た
場
合
又
は
当
該
取
得
者
等
の
請
求
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
行

為
を
し
て
も
当
該
加
入
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
も
、
同
様

と
す
る
。

一
　
当
該
取
得
者
等
の
た
め
の
第
一
三
一
条
第
三
項
本
文
の
申
出

二
　
前
号
の
申
出
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
口
座
を
振
替
先
口
座
と
す
る
当
該
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
振
替
の
申
請
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（
23
）

法
律
第
八
八
号
（
平
一
六
・
六
・
九
）
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
決
済
合
理
化
法
）
附
則

第
一
一
条
　
前
条
第
一
項
の
発
行
者
の
株
式
に
つ
い
て
、
参
加
者
は
、
同
意
期
限
日
か
ら
施
行
日
の
二
週
間
前
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

限
り
、
旧
保
振
法
第
一
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
保
管
振
替
株
券
で
あ
っ
て
保
管
振

替
機
関
に
預
託
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
保
管
振
替
機
関
に
預
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
24
）

特
別
口
座
に
質
権
者
の
名
義
で
登
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
発
行
会
社
は
当
該
株
式
に
質
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
る
と
こ
ろ
と
な

る
。

（
25
）

決
済
合
理
化
法
附
則
第
八
条
　
同
意
期
限
日
ま
で
に
特
定
振
替
機
関
に
対
し
、
保
管
振
替
株
券
に
係
る
株
式
に
つ
き
新
振
替
法
第
一
三
条

第
一
項
の
同
意
を
与
え
た
発
行
者
は
、
同
意
期
限
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
八
条
一
項
）

（
26
）

決
済
合
理
化
法
附
則
第
八
条
　
同
意
期
限
日
ま
で
に
特
定
振
替
機
関
に
対
し
、
保
管
振
替
株
券
に
係
る
株
式
に
つ
き
新
振
替
法
第
一
三
条

第
一
項
の
同
意
を
与
え
た
発
行
者
は
、
同
意
期
限
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
発
行
者
が
施
行
日
に
お
け
る
株
主
（
端
株
主
を
含
み
、
株
主
名
簿
に
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
質
権
者
の
質
権
の
目
的

で
あ
る
株
式
の
株
主
及
び
前
条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
又
は
第
七
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
さ
れ
た
振
替
株

式
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
振
替
株
式
」
と
い
う
。）
の
株
主
を
除
く
。）
及
び
当
該
質
権
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
知
対
象

株
主
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
第
五
項
の
通
知
を
す
る
旨

二
　
第
四
項
前
段
の
申
出
に
よ
り
口
座
を
開
設
す
る
振
替
機
関
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

２
　
特
定
振
替
機
関
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
前
項
の
発
行
者
に
対
し
、
特
定
振
替
株
式
の
存
否
、
種
類
及
び
数
並
び
に
そ
の
株
主
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３
　
参
加
者
は
、
前
項
の
特
定
振
替
機
関
か
ら
、
同
項
の
通
知
の
た
め
に
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該

事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
同
項
の
発
行
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
発
行
者
」
と
い
う
。）
は
、
遅
滞
な
く
、
第
一

項
第
二
号
の
振
替
機
関
等
に
対
し
、
通
知
対
象
株
主
等
の
た
め
に
振
替
株
式
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
の
開
設
の
申
出
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
口
座
は
、
新
振
替
法
第
一
三
三
条
第
一
項
の
特
別
口
座
と
み
な
す
。

５
　
特
定
発
行
者
は
、
施
行
日
後
、
遅
滞
な
く
、
当
該
特
定
発
行
者
が
新
振
替
法
第
一
三
条
第
一
項
の
同
意
を
与
え
た
特
定
振
替
機
関
に

対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
発
行
者
の
商
号
及
び
振
替
株
式
の
種
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
銘
柄
」
と
い
う
。）

二
　
通
知
対
象
株
主
等
で
あ
る
加
入
者
（
新
振
替
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。）
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
前
項
前
段
の
申
出
に
よ
り
振
替
機
関
等
が
開
設
し
た
口
座

四
　
加
入
者
ご
と
の
第
一
号
の
振
替
株
式
の
数
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

五
　
加
入
者
が
質
権
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
、
加
入
者
ご
と
の
質
権
の
目
的
で
あ
る
第
一
号
の
振
替
株
式
の
数
及
び
当
該
数
の
う

ち
株
主
ご
と
の
数
（
以
下
略
）

６
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
特
定
振
替
機
関
は
、
直
ち
に
、
当
該
通
知
に
係
る
振
替
株
式
の
銘
柄
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
執
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
特
定
振
替
機
関
が
前
項
第
三
号
の
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
記
載
又
は
記
録
イ
　
当
該
口
座

の
新
振
替
法
第
一
二
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
に
お
け
る
前
項
第
二
号
の
加
入
者
（
株
主
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で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
に
係
る
同
項
第
四
号
の
数
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
ロ
　
当
該
口
座
の
質
権
欄
に
お
け
る
前
項
第
二
号
の
加

入
者
（
質
権
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
に
係
る
同
項
第
五
号
の
振
替
株
式
の
数
及
び
当
該
数
の
う
ち
株
主
ご
と
の
数
の
増
加
の
記
載

又
は
記
録
ハ
　
当
該
口
座
の
質
権
欄
に
お
け
る
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
ニ
　
当
該
口
座
に
お
け
る
前
項
第
七

号
の
信
託
財
産
で
あ
る
も
の
の
数
の
増
加
の
記
載
又
は
記
録
ホ
　
当
該
口
座
に
お
け
る
前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
又
は
記

録
（
以
下
略
）

（
27
）

保
管
振
替
法
第
三
一
条
（
実
質
株
主
の
通
知
）

４
　
参
加
者
は
、
保
管
振
替
機
関
か
ら
、
当
該
参
加
者
が
顧
客
預
託
分
と
し
て
預
託
し
、
又
は
預
託
す
る
こ
と
と
な
る
べ
き
株
券
の
株
式

に
つ
き
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
質
株
主
の
通
知
の
た
め
に
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

顧
客
（
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
顧
客
か
ら
他
の
者
が
実
質
株
主
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
）

を
実
質
株
主
と
し
て
当
該
事
項
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
28
）

振
替
法
第
一
五
一
条
（
総
株
主
通
知
）

振
替
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
発
行
者
に
対
し
、

当
該
各
号
に
定
め
る
株
主
に
つ
き
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
株
主
の
有
す
る
当
該
発
行
者
が
発
行
す
る
振
替
株
式
の
銘
柄

及
び
数
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
通
知
事
項
」
と
い
う
。）
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
発
行
者
が
基
準
日
を
定
め
た
と
き
。
そ
の
日
の
株
主

二
　
株
式
の
併
合
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
日
が
到
来
し
た
と
き
。
そ
の
日
の
株
主

三
　
振
替
機
関
等
が
第
一
三
五
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
抹
消
を
し
た
と
き
。
当

該
抹
消
に
係
る
振
替
株
式
の
株
主
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四
　
事
業
年
度
を
一
年
と
す
る
発
行
者
に
つ
い
て
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
ヶ
月
を
経
過

し
た
と
き
（
発
行
者
が
会
社
法
第
四
五
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
配
当
に
係
る
基
準
日
を
定
め
た
と
き
を
除
く
。）。
当
該
事
業

年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
ヶ
月
を
経
過
し
た
日
の
株
主

五
　
特
定
の
銘
柄
の
振
替
株
式
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が
第
二
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
又
は
第
四
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る

者
が
存
し
な
い
と
き
。
当
該
指
定
が
取
り
消
さ
れ
た
日
又
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
日
の
株
主

六
　
特
定
の
銘
柄
の
振
替
株
式
が
振
替
機
関
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
。
当
該
振
替
機
関
が
当
該
振
替
株
式
の
取
扱
い

を
や
め
た
日
の
株
主

七
　
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
と
き
。
政
令
で
定
め
る
日
に
お
け
る
株
主

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
機
関
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
株
主
と

し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
振
替
機
関
又
は
そ
の
下
位
機
関
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
中
の
加
入
者
の
口
座
（
顧
客
口
座
を
除
く
。）
の
保
有
欄
に
振
替
株
式
に
つ

い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
口
座
の
加
入
者
（
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
加
入
者
が
、
そ

の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
、
当
該
振
替
株
式
に
つ
き
他
の
加
入
者
を
株
主
と
し
て
前
項
の
通
知
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
旨
の
申
出
を

し
た
と
き
は
、
当
該
振
替
株
式
に
係
る
他
の
加
入
者
（
第
一
五
四
条
に
お
い
て
「
特
別
株
主
」
と
い
う
。））

二
　
前
号
に
規
定
す
る
加
入
者
の
口
座
の
質
権
欄
に
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
場
合
　
当
該
質
権
欄
に
株

主
と
し
て
そ
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
者

３
　
振
替
機
関
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
振
替
株
式
が
質
権
欄
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
口
座
の
加
入
者
か
ら
の
申
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出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
通
知
に
お
い
て
、
当
該
振
替
株
式
の
質
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
振
替
株
式
の
銘

柄
及
び
当
該
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
第
一
二
九
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
　
加
入
者
は
、
前
項
の
申
出
を
す
る
に
は
、
そ
の
直
近
上
位
機
関
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
29
）

前
掲
脚
注
（
６
）
参
照

（
30
）

新
株
予
約
権
の
交
付
の
場
合
は
、
登
録
質
で
あ
れ
ば
、
質
権
者
が
取
得
で
き
る
が
、
略
式
質
で
あ
れ
ば
差
し
押
さ
え
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
ふ
く
も
と
　
あ
お
い
・
客
員
研
究
員
）
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